
人事課・市町村担当課・人事委員会扱い 

 

 

給与情報 

 

令和３年３月１８日 

総務省給与能率推進室第１７号 

 

   内閣官房内閣人事局の所管する法令等に基づく手続について 

 

 標記の件につきまして、厚生労働省雇用保険課が業務取扱要領を改正しましたので、別添

のとおり情報提供します。 

 

（参考資料） 

 ・国家公務員退職手当法に基づく失業者の退職手当追加給付業務取扱要領 

・【要領別添１～３、５～６、別紙２】リスト・ご案内等 

・【別添４】受給したことの確認書 

・【別紙１】住民票の写しの請求について（公用請求様式） 

・【別添７】受給したことの確認書（未支給給付用） 

・【別添８】未支給請求書（追加給付）の返送について 

 

以上 

 

※ 本件に関する照会は必ず給与能率推進室あてにお願いします。 

 

各都道府県人事担当課、市区町村担当課、指定都市給与担当課、

人事委員会事務局あてメールにて参考送付しております。 
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